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当審査会は、大野城市政治倫理条例（平成８年条例第 35号、以下「条例」という。）第

８条第１項の規定に基づき大野城市長から求められた令和６年６月21日付６大政倫第４号

「令和６年度資産等報告書の審査について（依頼）」について審査を行った。 

その審査の経過及び結果は、下記のとおりであったので、条例第８条第３項の規定に基

づき、資産等報告書審査意見書として提出するものである。 

 

記 

 

１ 審査の概要 

  審査の対象となった資産等報告書 

 条例第８条第１項の規定により､当審査会に提出された資産等報告書は、〔資料

１〕のとおり報告義務者（市長、副市長、教育長、市議会議員）23人、報告義務

者の配偶者等 19人、及び扶養又は同居の親族 19人、合計 61人に関するものであ

った。 

  

 報告義務者   23人 

 配偶者等   19人 

 扶養又は同居の親族  19人 

   〔合計〕  61人 

 

  審査会の開催状況 

 令和６年６月 21日(金)から令和６年７月 24日(水)までの間に、審査会を３回開

催した。審査会の開催日時及び場所等は、〔資料２〕のとおりである。 

 

  審査の方法 

 資産等報告書の審査は、当審査会が平成２年に決定した『資産等報告書の審査方

法について』〔資料３〕に従って行った。 

 具体的な審査事項は、次のとおりである。 

①  基本的には、条例の制定目的である「自己の地位による影響力を不正に行

使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めること」に基づ

き、自己の利益が図られていないかを審査するため、『資産等報告書の審査方

法について』の「２ 書面審査」に規定されている単年度関連項目の比較対

照及び数年度同一項目との比較対照により審査した。 

②  具体的には、本年度提出があった資産等報告書の記載事項から不動産と固

定資産税の納付状況や地位及び肩書とその給与の収入状況など関連項目の比

較対照により疑問点を抽出するとともに、本年度提出分と前年度提出分の資

産、収入及び贈与、地位及び肩書、税等の納付状況の記載内容につき個別的

に同一項目を比較対照することにより、その変動の有無を中心として審査し

た。 
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２ 審査結果 

 条例第８条第１項の規定に基づき、当審査会に提出された資産等報告書を審査した結

果は、次のとおりである。 

  条例第 1 条の目的に規定されている「自己の地位による影響力を不正に行使す

る」などの倫理に反する行為があったとの疑義を生じるものはなかった。 

 

  虚偽報告等については、次のとおりである。 

①  提出拒否者及び提出遅滞者の有無 

 山上高昭議員について、複数回にわたり資産等報告書の訂正を求めている

が、訂正を拒否されている。 

 その他に、正当な理由なく資産等報告書を提出しなかった者、及び提出が

遅れた者はなかった。 

②  虚偽報告の有無 

 虚偽の報告と認められるものはなかった。 

 

３ 審査意見 

審査にあたっては、給与・報酬の増減、資産の増加、負債の減少及び税の増減等を中

心として書面審査を行った。その結果、訂正または確認事項の挙がった６名のうち５名

については、口頭による確認を行い、疑問を解消するに足る回答が得られた。 

山上議員については、資産等報告書の訂正を文書によって要望したが、審査への協力

が得られなかった。同議員について、遺産分割の協議が確定していないことを理由とし

て、相続財産の記載をしない状態が令和元年度から続いている。当初数年は山上議員の

事情を考慮し、訂正を要望していなかったが、本来、遺産分割の協議が確定していない

ことと、資産等報告書を提出するという市議会議員としての責務を果たすことは、分け

て整理するべきであると考える。 

 

４ 付属意見 

記載漏れが見受けられた点については、今後、誤記及び記載漏れがないよう、提出前

に十分確認をしていただきたい。 

 

令和６年７月 24日 

大野城市政治倫理審査会 

会  長  大 野 慶 樹 

副会長  岡 田 麻 里 

委  員  道 山 治 延 

委  員  南 谷 博 子 

委  員  松 永 史 帆 

委  員   木 雅 彦 
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令和６年度 報告義務者一覧表 

 

整理 

番号 
報告義務者    

配偶者等及び 

同居の親族等 

整理 

番号 
報告義務者   

配偶者等及び 

同居の親族等 

１ 井本 宗司 １人 13 永利 恭子 １人 

２ 毛利 伸彦 １人 14 原田 真光 ２人 

３ 伊藤 啓二 １人 15 平井 信太郎 ２人 

４ 井上 正則 １人 16 平田 不二香 ０人 

５ 井福 大昌 １人 17 福澤 信光 ３人 

６ 大塚 みどり １人 18 岡部(前村)かおり ３人 

７ 河野 生 １人 19 松﨑 正和 １人 

８ 河村 康之 ３人 20 松﨑 百合子 １人 

９ 神田 徳良 ４人 21 松田 美由紀 ３人 

10 関井 利夫 １人 22 森 和也 １人 

11 中村 真一 ４人 23 山上 高昭 ２人 

12 中村 慎一朗 ０人    

 

 

審査対象者 61人   

[内訳] ① 報告義務者 ⇒ 23人 

 ② 配偶者等 ⇒ 19人 

 ③ 扶養又は同居の親族 ⇒ 19人 



〔資料２〕 
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令和６年度 審査会の開催日時及び会議内容 

 

開催日時・場所 会議内容 

６月 21日(金) 

午後２時 30分 

市役所 本館３階 

庁議室 

委嘱状交付 

会長・副会長の選出 

資産等報告書の審査依頼 

７月３日(水) 

午前 10時 

市役所 本館２階 

212会議室 

資産等報告書の審査 

７月 24日(水) 

午後４時 30分 

市役所 本館３階 

庁議室 

資産等報告書の審査 

審査意見書（案）について 

審査意見書の提出 

 



〔資料３〕 
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資産等報告書の審査方法について 

平 成 ２ 年 ５ 月 2 1 日 

大野城市政治倫理審査会 

 

大野城市政治倫理審査会における資産等報告書の審査方法については、原則

として、次の順序及び方法によって審査を行うものとする。 

１. 審査順序 

（１） 審査は、資産等報告書綴りの前から順番に行うものとする。 

２. 書面審査 

（１） 委員各自が資産等報告書の記載事項について比較対照し、疑問点を

抽出する。 

① 単年度関連項目の比較対照 

【例】 (ｱ) 利子と債権、貯金 

  (ｲ) 配当金と株式取引 

  (ｳ) 賃貸料と不動産 

  (ｴ) その他（事業収入）と営業不動産・動産 

  (ｵ) 不動産と固定資産税 

  (ｶ) 地位と給与 

② 数年度同一項目の比較対照 

３. 文書による説明依頼 

（１） 審査会が上記２の記載内容について疑問点があると認める場合は、

報告者に対し文書による説明を求める。説明依頼に応じるか否かは、

報告者の任意である。 

①  書面審査終了後、すべての報告者の指摘事項をまとめ、表現方法

及び公平の見地からの必要な調整を加えたうえ、各報告者にそれぞ

れ文書による説明を求めるものとする。 

②  文書回答の審査 

(ｱ)  文書回答の審査の結果、審査会において、なお疑問があると

認めるときは、再度、文書による説明を求めることができるも

のとする。 

(ｲ)  文書による説明を求められた者が正当な理由なく期限まで

に回答書を提出しない場合は、文書回答を拒んだものとして次

の段階の審査に移るものとする。 

③  文書による説明の依頼に対し、「文書に代え審査会に出席して説

明する」旨の要請があったときは、すべての文書回答について書面

審査が終了した後に説明を受けるものとする。



〔資料３〕 
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４. 疎明資料の提出依頼 

（１） 上記３の説明によってもなお疑問が残るときは、報告者にその主張

を裏付ける資料の提出を求める。提出依頼に応じるか否かは、報告者

の任意である。 

（２） 疎明資料の提出については、次のとおり取り扱うものとする。 

①  疎明資料は、それぞれの事案について審査会の審議を通じて、

個々具体的に決定するものとする。 

【例】 (ｱ) 給与支払証明書（収入関係） 

 (ｲ) 取引内容証明書（有価証券関係） 

 (ｳ) 金銭消費貸借契約書、借用書（貸付金、借入金関係） 

 (ｴ) 預貯金残高証明書（預貯金関係） 

 (ｵ) 登記簿謄本、固定資産税評価証明書（不動産関係） 

 (ｶ) 住民票、戸籍謄本（抄）本 

 (ｷ) 確定申告書（控） 

②  疎明資料の提出については、すべての報告者に対し一律に関係資

料の提出を求めることはせず、文書による説明を終えた段階で特に

疑問のある報告者に限って、提出を求めるものとする。 

③  疎明資料の提出を求める場合は、提出を求める報告者に対し、疑

問の内容及びその資料を必要とする理由を明記して通知するもの

とする。 

④  疎明資料の提出及び提出された資料の審査に当たっては、提出者

及び第三者のプライバシーを尊重するように努め、審査上不必要な

部分については、目隠し又は塗り潰し等の措置をとるものとする。 

５. 事情聴取 

（１） 上記３の説明及び上記４の資料の提出によってもなお疑問点が解

明できないとき、及び上記３の説明及び上記４の資料の提出に応じな

いときは、審査会に報告者本人の出席を求め、出席に応じた報告者に

対し、委員が質問するものとする。 

（２） 出席要請に応じるか否か、及び委員の質問に答えるか否かは、報告

者の任意である。 

（３） なお、正当な理由なく事情聴取に応じなかった者については、その

旨を意見書中に記載するものとする。 

６. その他 

（１） 疎明資料の取得に伴う費用及び事情聴取に応じた者に対する費用弁

償は、行わないものとする。



〔資料４〕 
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政治倫理審査会委員名簿 

 

 氏  名 肩 書 等 備 考 

会 長 大 野  慶 樹 弁護士 （７期目） 

副会長 岡 田  麻 里 市 民 （４期目） 

委 員 道 山  治 延 福岡大学 教授 （６期目） 

委 員 南 谷  博 子 弁護士 （２期目） 

委 員 松 永  史 帆 市 民 （４期目） 

委 員 木  雅 彦 市 民 （１期目） 

 

 


